
 
 

 

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

令

和

七

年

四

月

八

日 
 

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会 

 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
、
道
路
啓
開
計
画
を
事
前
に
準
備
し
、
訓
練
等
を
通
じ
て
災
害
時
対
応
の
実
効
性
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
改
め
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
道
路
啓
開
計
画
が
未
策
定
の
地
域
が
生
じ
な
い
よ
う
、

国
が
主
体
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。
ま
た
、
発
災
直
後
の
道
路
啓
開
が
着
実

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
制
度
の
適
切
な
運
用
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
道
路
啓
開
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
震
や
津
波
等
と
の
複
合
災
害
時
に

被
災
者
の
避
難
を
最
優
先
に
す
る
観
点
か
ら
、
原
子
力
災
害
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三 

災
害
発
生
時
に
お
い
て
道
路
啓
開
・
緊
急
復
旧
等
を
機
動
的
に
実
施
す
る
た
め
、
そ
の
担
い
手
と
な
る
地
域
建
設
業
者
や

道
路
管
理
者
等
が
平
時
か
ら
十
分
な
資
機
材
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
維
持
管
理
費
用
を
含
め
た
財
政
支
援
等
に
必
要
な
予
算

を
確
保
す
る
な
ど
の
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
も
資
機
材
の
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

四 

広
域
的
な
支
援
拠
点
と
し
て
「
道
の
駅
」
を
活
用
す
る
観
点
か
ら
、「
防
災
道
の
駅
」
の
追
加
選
定
を
戦
略
的
に
行
う
と
と

も
に
、「
防
災
道
の
駅
」
以
外
の
防
災
上
の
位
置
付
け
を
有
す
る
「
道
の
駅
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
施
設
や
自
動
車
駐
車
場
の

耐
震
性
の
向
上
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
財
政
支
援
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

 

五 

地
方
公
共
団
体
や
民
間
事
業
者
が
、
災
害
時
に
派
遣
可
能
な
ト
イ
レ
コ
ン
テ
ナ
等
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
無
利
子

貸
付
以
外
に
も
支
援
措
置
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
や
子
ど
も
連
れ
な



ど
に
も
利
用
し
や
す
い
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

 

六 
災
害
時
に
お
け
る
高
付
加
価
値
コ
ン
テ
ナ
の
更
な
る
活
用
促
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
本
法
に
よ
る
占
用
許
可
基
準
の
緩
和

措
置
や
各
種
支
援
制
度
を
周
知
し
、
民
間
事
業
者
等
に
よ
る
保
有
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
も
そ
の

保
有
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
民
間
事
業
者
等
が
保
有
す
る
も
の
を
含
め
、
災
害
時
に
活
用
で
き
る
高
付
加
価
値
コ
ン
テ
ナ

の
配
備
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
発
災
時
に
円
滑
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
取
組
を
行
う
こ
と
。 

 

七 

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
技
術
系
職
員
の
減
少
等
に
対
応
し
、
効
率
的
な
道
路
管
理
を
実
現
す
る
た
め
、
連
携
協
力
道
路

制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
同
制
度
の
具
体
的
な
活
用
方
策
を
示
す
な
ど
し
て
道
路
管
理
者
間
の
連
携
・
協
議
を

促
す
と
と
も
に
、
必
要
な
助
言
等
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
道
路
の
維
持
管
理
の
省
力
化
に
資
す
る
新
技
術
の
開
発
や
活
用
の

促
進
に
努
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
技
術
系
職
員
の
確
保
に
向
け
、
職
業
と
し
て
の
魅
力
向
上
の
た
め
の
対
策
を
講
ず
る
こ

と
。 

 

八 

道
路
空
間
に
お
け
る
脱
炭
素
化
施
設
等
の
導
入
に
当
た
り
民
間
事
業
者
が
活
用
す
る
こ
と
と
な
る
道
路
の
占
用
に
係
る

許
可
基
準
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
自
体
の
脱
炭
素
化
に
資
す
る
も
の
を
優
先
し
、
新
た
な
利
権
の
発
生
に
つ
な
が
ら

な
い
よ
う
公
平
公
正
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
。 

 

九 

道
路
空
間
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
の
改
修
工
事
に
お
い
て
、
都
市
型
災
害
の
防
止
や
都
市
景
観
の
向
上
に
資
す
る

共
同
溝
の
導
入
、
交
通
渋
滞
の
軽
減
等
に
資
す
る
共
同
工
事
・
集
中
工
事
の
採
用
な
ど
に
よ
り
、
効
率
的
な
工
事
の
実
施
を

推
進
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


